
介護老人保健施設しらさぎの里経営戦略 

 

団 体 名 ：  多野藤岡医療事務市町村組合  

事 業 名 ：  介護サービス事業       

策 定 日 ：  令和 3年 3月 1日       

改 定 日 ：  令和 5年 3月 1日       

計 画 期 間 ：  令和 4年度～令和 8年度    

 

 

１．事業概要 

（１）事業形態等 

①事業の現況 

法適（全部適用・一部適用）

非 適 の 区 分 
一部適用 事 業 開 始 年 月 日 平成９年７月１日 

事  業  の  内  容  介護老人保健施設 指定管理者制度導入状況 導入なし 

職     員    数 ４７人   

うち、常勤医師数 １人  理学療法士又は作業療法士 ４人  

看護職員数 １２人  管理栄養士 ― 

介護職員数 ２３人  事務職員 ２人  

介護支援専門員数 ５人   

※職員数は令和３年度末実績 

 

②施設 

施    設    数 １施設 定 員 
入所    ８０人 

通所    ５０人 

延   床   面   積  ４，２８６㎡  居 室 床 面 積 ９０１㎡  

 

③サービス日数及び年延利用者数 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

入所 
サービス日数 ３６５日 ３６５日 ３６６日 ３６５日 ３６５日 

年延利用者数 ２７，３７８人 ２６，６９０人 ２５，４６８人 ２５，８２９人 ２３，９４０人 

通所 
サービス日数 ２５６日 ２５６日 ２５７日 ２４４日 ２５７日 

年延利用者数 １０，８７７人 １０，７３５人 １０，８１１人 ６，５２６人 ７，０８５人 

 



（２）現在の経営状況 

利用率の低下により経常収支で赤字が続いている中、令和 2 年度は、新型コロナウイルス

の影響を受け、6,410 万円の赤字、令和 3 年度には、利用者の自主的な利用控えもあり、   

入所・通所リハビリの利用率の低下が続き、8,986万円の赤字を計上した。 

令和元年度より、企業債の元利償還分に相当する 6,000 万円を訪問看護事業から出資して

経営を維持していたが、令和 3 年度は、事業収益の減少により 1億 2,000万円を出資、令和 

4 年度は、入所・通所利用者数は回復しつつあるが、クラスターの発生、職員の感染等によ

り困難な状況が続いている。 

 

 経営指標の状況（別紙 1 収支状況） 

・経常収支比率は、81.4％（令和 3年度）で前年に比べ 5.2％低い。 

100％以上を早期に達成し維持することが必要だが、前年に比べ悪化している。 

・給与比率は、86.9％（令和 3年度）で前年に比べ 6.7％高い。 

他の施設と比べかなり高い水準となっているが、前年に比べ悪化している。 

 

全国平均と比較した結果（別紙 2 令和２年度介護老人保健施設の経営状況 加算型黒字と比較） 

・入所利用率は、88.5％で 2.1％低く、通所利用率は、新型コロナウイルス感染症の感染対策

により利用制限を行ったため 35.8％で 28.9％と大幅に低い。 

・入所者の要介護度は、入所が 2.87で 0.3低い。 

・利用者 1人 1日当たり事業収益は、入所が 10,055円で 3,775円低く、通所が 8,995円で     

平均に比べ 1,690円低い。 

・利用者 10人当たりの従事者数が 4.98人で平均に比べ 1.2人少ない。 

・従事者 1人当たりの事業収益が、8,430千円で 864千円高い。 

・従事者 1人当たりの人件費が、6,760千円で 2,299千円高い。 

 

入所利用率・通所利用率が低いため、収益が減少している。 

介護職員処遇改善加算を取得できないこと及び入所では要介護度が低く、通所では短期 

集中個別リハビリテーション実施加算の対象者が少ないことで、利用者１人当たりの収益が

かなり低い。 

従事者 1人当たりの事業収益が高く、利用者 10人当たりの従事者数が少ないことから、平

均よりも少ない人員で収益を上げている。 

給与費率がかなり高いが、従事者１人当たりの給与費が高いため改善が難しい状況と  

なっている。 

 

 

 

 

 



（３）これまでの主な経営健全化の取組 

経営を改善するためには在宅強化型を維持しつつ、入所利用率を黒字施設の平均 95％  

（1 日平均 76 人）（平成 27 年度）以上にすることが必要なため、在宅強化型の基準を維持し

ていたが、平均利用率 95％を満たすには条件が厳しく、平成 25 年度に 92.3％（1 日平均   

74 人）あった利用率が平成 27 年度には 86.3％（1 日平均 69 人）まで低下したため、      

平成 28 年 8 月に在宅支援加算型へ転換することで入所者数の増加を目指し、平成 29 年度に

は、利用率が 93.8％（1日平均 75人）まで増加した。 

平成 30 年度の介護報酬改定における報酬体系の見直しにより、基本型に移行したことで 

減収となったが、令和元年 8月に再び加算型を取得し増収を図っている。 

給与費については人事配置や異動等により、平成 29年度から減少しているが、介護職員を

開設時（平成 9 年 7 月）に正職員として採用しているため、昇給等により平均年齢の上昇と

ともに給与費が増加し、1人当たりの給与費が高くなっている。 

介護職については組合内の他の事業との異動が難しい職種であり、若年化することができ

ないことで改善が難しい状況となっている。 

また、経営指標から平均よりも少ない人員で運営していると考えられるため、これ以上人

員を削減することは、サービスの低下・交代勤務・働き方改革等に影響を及ぼすことになる。 

改善するためには、平均に比べて低い入所利用率・通所利用率と要介護度を上げることや

基本報酬・加算の見直し等を行うことで事業収益を増やすことが不可欠となるが、介護度は

コントロールできないため、基本報酬・加算の見直しと利用者を増やすことが必要となる。 

令和 3 年度は、入所についても予定外退所の増加等による影響もあり、利用者が減少傾向

にあるため、受入体制を強化して依頼から入所までの期間の短縮等の改善を図っている。令

和 3年 12月には、施設職員に経営への参画意識向上のため業務改善に関するアンケートを実

施し、各部門での改善案を基に検討会議を開催し収支改善等に向けた検討を重ね、人員配置

やモチベーション向上のため新規のユニホームの導入を行った。 

通所については、新型コロナウイルスの影響で、長期間にわたり通所収益の減少が続いてい

るため、例年に比べ大幅な減収となるが、近隣の居宅支援事業所等へ出向き、在宅復帰に向け

たリハビリテーションの取組等について、広報誌を配布し具体的な説明を行い他施設との差別

化を図ることで新規利用者の獲得に努めている。 

令和 4年度は、加算取得に必要な要件を見直し、事業収益の改善のため基本報酬がより高い

在宅強化型取得に取り組んでいる。 

 

２．将来の事業環境等 

（１）介護保険サービス事業における主な取組 

介護老人保健施設事業には、リハビリテーションを重視し、在宅復帰を目的とした介護  

老人保健施設しらさぎの里と在宅での療養生活を支援する訪問看護ステーションはるかぜが

あり、高齢化が進む中、在宅復帰を目指し、在宅での療養生活を支援するという両事業の  

取り組みは、地域のニーズに不可欠である。 

 また、自治体で進めている地域包括ケアシステムとの連携を深め、地域の医療・介護を  

担う組合事業全体の運用として取り組んでいく。 



（２）高齢者人口の予測 

藤岡市の将来推計人口によると令和 2年の人口は 6.4万人、そのうち 65歳以上の老年人口

が 2万人で高齢化率は 31.7％となっている。20年後には人口は 5.2万人に減少するが、65歳

以上の老年人口は 2万人と変わらないため、高齢化率は 39.1％に増加する。 

 

（３）介護需要の見通し 

将来推計人口では藤岡市の老年人口は 20 年後も 2 万人を超えている。また、高齢化率は

7.4％増加して高齢化が進んでいくため、介護需要は増えていくと考えられる。 

 

（４）施設の見通し 

藤岡圏域の介護老人保健施設整備数 230 床の内、80 床を担っており、事業を継続していく

必要があるが、築後 25年以上経過しているため老朽化が進んでいる。 

修繕で対応しているが、老朽化の進展状況を考慮し優先順位をつけ、具体的な改修計画を

検討する必要がある。 

 

（５）組織の見通し 

平均よりも少ない人員で運営していると考えられるが、1人当たりの給与費が高いことで、

増員が困難となっている。 

急な退職や休職が発生した場合、人員の余裕はない状況にあり、サービス品質維持のため

にも、人員配置の見直し及び会計年度任用職員等の採用により、給与費の削減と増員を同時

に行うための検討が必要となる。 

 

３．経営の基本方針 

介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護

及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその 

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、その者の居宅

における生活への復帰を目指すものでなければならない。 

 公営企業として最小の経費で最大の効果を上げるため、効率的な施設運営を行い自立した

運営を行うとともに医師・看護・介護・リハビリ等の専門職によるチームケアを行うことで

安全に配慮した質の高いサービスを提供し、早期の在宅復帰を目指す。 

 また、高齢者が住み慣れた地域で安全・安心に暮らすことができるように在宅復帰支援  

機能の強化を図ることで機能の明確化を行い、地域の医療・介護・保健機関と連携して地域

包括ケアシステムを構築していく。 

 

 基本理念 利用者本位のサービス 

基本方針 １ 利用者の人権を尊重し、上質なサービスを提供します。 

      ２ 安全に配慮したチームケアを行い、早期の在宅復帰に努めます。 

      ３ 医療・他機関、地域と連携し、総合的に在宅支援を行います。 



４．投資・財政計画（収支計画） 

（１）投資・財政計画（収支計画） 別紙のとおり 

 

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

 ①経営指標にかかる数値目標 

入所については、利用者 1 人 1 日当たりの収益を上げることが難しいため、利用率を加算

型黒字施設の平均 93％以上（平成 30年度）にすることを目標としている。 

通所については、利用率が加算型黒字施設の平均よりも低い状況ではあるが、令和 2 年度

は新型コロナウイルス感染症の影響により通所利用者数を調整しているため、令和元年度の

状態に戻すことを目標としている。 

利用者の増加に伴い、経常収支比率及び累積欠損比率の改善を目指す。 

なお、令和 4 年度以降は、新型コロナウイルス感染症の影響がない状況での収支計画と  

なっている。 

 

②収支計画のうち投資についての説明 

建設時の企業債償還が令和 9 年度まで残っており、令和 8 年度までは、毎年元利合わせて

60,114,996円の償還となる。 

令和 2年度に車両を整備。 

令和 5年度から令和 7年度に空調設備の改修工事を予定している。 

令和 6年度に介護システムを更新。 

 

③収支計画のうち財源についての説明 

事業収益は、利用者の増減に伴い算出している。 

事業に対する一般会計からの繰入金がないため、訪問看護事業から出資して経営を維持 

している。 

車両の整備は、補助金で対応。 

空調設備の改修工事については、企業債で対応。 

介護システムの更新は、リースで対応。 

 

④収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

給与費については人事配置や異動等により、平成 29年度から減少しているが、令和 2年度   

以降は対応にも限界があるため増加を見込んでいる。また、令和 4 年度については、職員を

増員して、利用者数の増加を図る必要があるため、大幅に増加している。 

給与費以外の経費については、光熱費、食糧費、薬品費の高騰により大幅な増加、老朽化

に伴う備品等の更新を見込んでいる。 

 

 

 



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映な取組や今後検討予定の取組の概要 

 ①投資についての検討状況等 

地域包括ケアシステムの構築

に関する事項 

医療ケアやリハビリを必要とする要介護者が入所できる 

在宅支援・在宅復帰を目的とした施設で、病院と自宅の   

中間的な役割を担っている。 

施設等の統合・縮小・廃止に

関する事項 

地域包括ケアシステムを構築するうえで重要な施設で  

あり、需要もあるが藤岡圏域での必要性については、構成  

市町村と検討していく。 

民間の活力の活用に関する 

事項（PPP・PFIなど） 

効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るため、指定

管理者制度等の民間的経営手法についても検討していく。 

その他 

初期設備の修繕が不可能となり、大規模改修（空調除く）

が必要となった場合の対応。 

車両の更新。 

企業会計システムの更新。 

 

②財源についての検討状況等 

介護報酬の新たな加算の  

取得等に関する事項 

加算型に転換することで、収益の確保と同時に在宅復帰 

支援機能の強化と入所利用率のバランスを考慮した運営を 

行っているが、今後の介護報酬改定でも在宅復帰支援を促す

方向となる可能性が高いため厳しい状況が推測される。 

利用状況に関する事項 

利用者の入所・退所経路及び 1 人当たりの利用料等の分析

を行い、今後の在宅復帰機能の強化と利用者及び収益の増加

を検討する。 

資金管理・調達・繰入金に  

関する事項 

事業に関する一般会計からの繰入金がないため、訪問看護

事業からの出資により、介護サービス事業全体で運営して 

いく。 

その他 

大規模改修が必要となった場合、組合の財政状況を踏まえ、

企業債の借入、国県補助金の活用等について構成市町村と 

協議していく。 

車両及び会計システムの更新についてはリースで対応。 

  



③投資以外の経費についての検討状況等 

民間の活力の活用に関する 

事項（指定管理者制度、PPP・

PFIなど） 

施設の運営方針を検討する際は、指定管理者制度等の民間

的経営手法についても検討していく。 

職員給与費の適正化に関する

事項 

人員の削減ができないため、増収により給与費率の改善を

行う。 

給与費率を改善するためには、人事配置や異動では限界が

あるため、介護職員処遇改善加算についても検討を行う。 

組織体制の効率化に関する 

事項 
給食業務及び清掃業務を委託している。 

 

④公営企業として実施する必要性 

事 業 の 意 義 、 提 供 す る   

サービス自体の必要性 

介護老人保健施設は、医療ケアやリハビリを必要とする 

要介護者が入所できる在宅支援・在宅復帰を目的とした施設

で、病院と自宅の中間的な役割を担っており、地域包括ケア

システムを構築するうえでも重要な施設となっている。 

公営企業として実施する  

必要性 

経営主体の多くは医療法人が占めており、医師や看護師の

常勤が義務付けられている。そのため、藤岡圏域での介護  

老人保健施設整備数 230床の内訳では、しらさぎの里 80床の

他、鬼石病院に併設する老健鬼石 50床と篠塚病院に併設する

藤岡みどりの園 100 床の 3 施設のみであり、公的に運営する

ことが必要となる。 

また、「保健医療に関する県民意識調査（令和 2 年）」によ

ると藤岡保健医療圏では自分が患者の場合、約 7 割の人が自

宅での療養を「望む」又は「条件が整えば望む」と回答して

いる。 

地域のニーズを踏まえ地域に貢献することが、当組合の介

護老人保健施設事業の役割であると考える。 

 

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

介護報酬改定の動向、今後の取り組みの実績及び新型コロナウイルス感染症の状況等を 

踏まえ、事後検証を行い必要に応じて見直しを行う。 

 



（単位：千円、％）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

決算 決算 予算 決算 補正予算 予算 計画 計画 計画

（Ａ） 433,616 409,579 390,207 389,634 431,375 473,850 470,500 471,500 472,500

430,433 406,878 387,249 386,392 427,841 470,316 466,966 467,966 468,966

（Ｂ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,183 2,701 2,958 3,242 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534

3,068 5,464 3,123 4,060 13,264 3,801 3,501 3,501 3,501

0 2,513 0 85 9,763 300 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 2,513 0 85 9,763 300 0 0 0

1,602 1,602 1,602 1,975 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980

1,466 1,349 1,521 2,000 1,521 1,521 1,521 1,521 1,521

（Ｃ） 436,684 415,043 393,330 393,694 444,639 477,651 474,001 475,001 476,001

451,252 468,711 488,020 474,537 524,457 542,963 528,124 529,495 529,866

313,272 328,430 341,790 338,771 359,043 372,993 371,124 371,495 371,866

150,110 170,978 178,861 175,142 184,542 189,958 187,906 188,094 188,282

0 0 0 0 0 0 0 0 0

163,162 157,452 162,929 163,629 174,501 183,035 183,218 183,401 183,584

116,142 118,647 124,510 114,059 143,694 149,950 137,000 137,000 137,000

25,349 20,661 22,000 21,356 32,000 37,800 37,800 37,800 37,800

5,071 6,769 9,000 3,975 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

35,740 36,504 36,500 32,786 40,784 39,000 37,000 37,000 37,000

49,982 54,713 57,010 55,942 61,910 64,150 53,200 53,200 53,200

21,838 21,634 21,720 21,707 21,720 20,020 20,000 21,000 21,000

11,828 10,442 9,165 9,022 7,655 6,185 4,713 3,170 2,450

11,828 10,442 9,155 9,022 7,645 6,175 4,703 3,160 2,440

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 10 0 10 10 10 10 10

（Ｄ） 463,080 479,153 497,185 483,559 532,112 549,148 532,837 532,665 532,316

（Ｅ） △ 26,396 △ 64,110 △ 103,855 △ 89,865 △ 87,473 △ 71,497 △ 58,836 △ 57,664 △ 56,315

（Ｆ） 0 2,900 10 0 10 10 10 10 10

（Ｇ） 0 2,900 3 0 3 3 3 3 3

（Ｈ） 0 0 7 0 7 7 7 7 7

△ 26,396 △ 64,110 △ 103,848 △ 89,865 △ 87,466 △ 71,490 △ 58,829 △ 57,657 △ 56,308

（I） △ 310,118 △ 374,227 △ 478,075 △ 464,093 △ 549,594 △ 621,084 △ 679,913 △ 737,570 △ 793,878

119,285 85,594 68,033 81,248 82,104 94,736 83,007 83,920 84,843

67,959 63,455 62,664 62,326 70,016 79,163 70,786 71,565 72,352

85,972 90,008 91,396 91,020 94,242 96,783 93,410 94,434 48,237

50,103 51,440 55,313 55,225 54,222 55,662 57,784 59,328 12,628

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10,794 11,198 10,276 10,015 11,868 12,388 11,061 11,054 11,057

（Ｉ）
（Ａ）-（Ｂ）

（Ｍ） 433,616 409,579 390,207 389,634 431,375 473,850 470,500 471,500 472,500

投資・財政計画（収支計画）

年度

２．事業外収益

（１）補助金

他会計補助金

その他補助金

（２）長期前受金戻入

（３）その他

区分

収
益
的
収
支

収
益
的
収
入

１．事業収益

（１）料金収入

（２）受託工事収益

（３）その他

収入計

収
益
的
支
出

１．事業費用

（１）職員給与費

基本給

退職給付費

その他

（２）経費

光熱費

修繕費

（２）その他

支出計

経常損益（Ｃ）-（Ｄ）

特別利益

特別損失

特別損益（Ｆ）-（Ｇ）

材料費

その他

（３）減価償却費

２．事業外費用

（１）支払利息

うち資本費平準化債分

うち一時借入金

うち未払金

累積欠損金比率 ×100 △ 71.5

当年度純利益（又は純損失）（Ｅ）+（Ｈ）

繰越利益剰余金又は累積欠損金

流動資産

うち未収金

流動負債

うち建設改良費分

△ 168.0

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
（Ｌ） － － － －

△ 91.4 △ 119.1 △ 127.4 △ 131.1 △ 144.5 △ 156.4△ 122.5

資金の不足額

事業収益－受託工事収益（Ａ）-（Ｂ）

地方財政法による
（Ｌ）/（Ｍ）×100 － － － － －

－

資金不足の比率

－

－ － －－

－ － －

0 0 0

－ － －
資金の不足額

健全化法施行規則第６条に規定する
（Ｏ） 0 0 0 0 0

－ －

解消可能資金不足額

－
健全化法施行令第16条により算定した

（Ｎ） － － －

0

470,500 471,500 472,500

－ － －－

事業の規模

健全化法第22条により算定した
（Ｎ）/（Ｐ）×100 － － － － －

431,375 473,850

資金不足比率

390,207
健全化法施行令第17条により算定した

（Ｐ） 433,616 409,579 389,634



（単位：千円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

決算 決算 予算 決算 補正予算 予算 計画 計画 計画

0 0 0 0 0 44,000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

60,000 60,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

0 0 0 0 0 1,125 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（Ａ） 60,000 60,000 120,000 120,000 120,000 165,125 120,000 120,000 120,000

（Ｃ） 60,000 60,000 120,000 120,000 120,000 165,125 120,000 120,000 120,000

3,342 6,234 2,500 2,493 2,500 46,010 550 2,500 3,200

0 0 0 0 0 0 0 0 0

48,802 50,103 51,440 51,440 52,820 54,230 55,670 67,160 68,690

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（Ｄ） 52,144 56,337 53,940 53,933 55,320 100,240 56,220 69,660 71,890

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

（Ｆ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0

△ 7,856 △ 3,663 △ 66,060 △ 66,067 △ 64,680 △ 64,885 △ 63,780 △ 50,340 △ 48,110

（Ｇ） 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

（Ｈ） 392,574 342,470 291,031 291,031 238,219 183,997 128,328 71,173 12,491

○他会計繰入金 （単位：千円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

決算 決算 予算 決算 補正予算 予算 計画 計画 計画

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

投資・財政計画（収支計画）

年度

区分

資
本
的
収
支

資
本
的
収
入

１．企業債

うち資本費平準化債

２．他会計出資金

３．他会計補助金

計

A)のうち翌年度へ繰り越さ
（Ｂ） 0 0 0

４．他会計負担金

５．他会計借入金

６．国（都道府県）補助金

７．固定資産売却代金

８．工事負担金

９．その他

４．他会計への支出金

５．その他

計

△ 7,856 △ 66,060

れる支出の財源充当額

純計（Ａ）-（Ｂ）

資
本
的
支
出

１．建設改良費

うち職員給与費

２．企業債償還金

うち資本費平準化債

３．他会計長期借入返還金

0 0 0 0 00

不足する額 （Ｄ）-（Ｃ）

うち基準内繰入金

うち基準外繰入金

△ 48,110

補
填
財
源

１．損益勘定留保資金

２．利益剰余金処分額

３．繰越工事資金

４．その他

△ 3,663 △ 66,067 △ 64,680 △ 64,885

計

△ 63,780 △ 50,340
資本的収入額が資本的支出額に

（Ｅ）

合計

区分

収益的収支分

うち基準内繰入金

うち基準外繰入金

補填財源不足額（Ｅ）-（Ｆ）

他会計借入金残高

企業債残高

年度

資本的収支分



別紙1

（単位：円）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

475,272,641 451,515,083 436,684,667 417,942,598 393,694,365

① 471,831,370 448,402,551 433,616,326 409,578,485 389,633,836

施設介護収益 265,197,593 253,126,654 244,675,924 258,450,629 235,137,277

居宅介護収益 86,432,068 81,453,699 80,381,220 47,797,779 53,350,234

居宅介護支援収益 17,597,330 16,509,570 16,587,100 14,937,290 14,060,720

施設介護利用料収益 80,444,609 75,910,230 70,980,546 74,791,712 72,032,185

居宅介護利用料収益 18,358,534 17,977,342 17,808,296 10,900,655 11,811,360

その他事業収益 3,801,236 3,425,056 3,183,240 2,700,420 3,242,060

事業外収益 ② 3,441,271 3,112,532 3,068,341 5,464,113 4,060,529

0 0 0 2,900,000 0

486,784,541 486,275,471 463,079,988 482,052,028 483,559,930

③ 472,503,388 473,099,484 451,251,504 468,710,284 474,538,051

給与費 ④ 340,826,124 333,368,118 313,271,923 328,430,330 338,771,301

材料費 35,361,995 36,494,551 35,740,161 36,505,096 32,785,772

経費 37,937,508 42,852,780 42,066,087 40,706,797 39,420,779

委託費 34,890,646 35,992,646 37,102,382 40,448,831 41,654,731

減価償却費 22,117,952 22,501,256 21,837,746 21,632,803 21,707,425

資産減耗費 0 443,093 0 85,544 0

研究研修費 369,163 447,040 233,205 112,698 198,043

長期前払消費税償却 1,000,000 1,000,000 1,000,000 788,185 0

事業外費用 ⑤ 14,281,153 13,175,987 11,828,484 10,441,744 9,021,879

企業債利息 13,813,328 12,579,628 11,312,659 10,011,515 8,675,263

その他利息 467,825 596,359 515,825 430,229 346,616

特別損失 0 0 0 2,900,000 0

事業収支 △ 11,511,900 △ 34,760,388 △ 26,395,321 △ 64,109,430 △ 89,865,565

経営指標 （単位：％）

97.6 92.9 94.3 86.6 81.4

72.2 74.3 72.2 80.2 86.9

収支状況

区          分

経常収支比率　（①＋②）/（③＋⑤）×１００

給与費比率　（④/①）×１００

施設運営事業収益

事業収益

特別利益

施設運営事業費用

事業費用



別紙２

加算型

しらさぎの
里

黒字 赤字
差(黒字-
赤字)

黒字 赤字
差(黒字-
赤字)

黒字 赤字
差(黒字-
赤字)

黒字 赤字
差(黒字-
赤字)

- 338 149 - 340 122 - 108 44 - 268 99 -

入所 人 80.0 102.4 92.4 10.0 102.9 95.4 7.5 100.5 100.2 0.3 102.7 96.1 6.6

通所 人 50.0 43.1 40.5 2.6 38.0 37.2 0.8 47.3 45.0 2.3 54.8 53.3 1.5

入所 ％ 88.5 90.6 89.2 1.4 91.3 87.2 4.1 91.2 86.0 5.2 91.8 87.8 4.0

通所 ％ 35.8 64.7 58.2 6.5 60.4 56.5 3.9 65.9 61.4 4.5 68.0 62.4 5.6

要介護度 入所 2.87 3.18 3.11 0.07 3.12 3.14 △ 0.02 3.18 3.18 0.00 3.25 3.21 0.04

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）取得率 ％ - 91.4 85.9 5.5 87.1 79.5 7.6 95.4 84.1 11.3 89.9 88.9 1.0

入所 円 10,055 13,830 13,709 121 13,305 13,163 142 14,332 14,491 △ 159 15,170 15,433 △ 263

通所 円 8,995 10,685 10,841 △ 156 10,799 10,249 550 10,912 11,242 △ 330 10,676 10,714 △ 38

利用者１０人当たり
従事者数

総数 人 4.98 6.16 6.73 △ 0.57 5.80 6.27 △ 0.47 6.49 6.83 △ 0.34 6.63 6.88 △ 0.25

％ 80.2 59.0 66.4 △ 7.4 56.9 65.3 △ 8.4 61.1 68.2 △ 7.1 60.8 67.8 △ 7.0

％ 9.9 19.1 22.6 △ 3.5 19.1 22.8 △ 3.7 18.3 23.3 △ 5.0 18.3 22.9 △ 4.6

％ △ 14.4 7.0 △ 4.9 11.9 8.3 △ 6.0 14.3 6.2 △ 6.0 12.2 7.1 △ 5.8 12.9

％ △ 15.3 8.0 △ 4.7 12.7 8.8 △ 5.3 14.1 7.1 △ 5.4 12.5 7.7 △ 5.2 12.9

千円 8,430 7,566 6,955 611 7,933 7,116 817 7,514 7,126 388 7,525 7,337 188

千円 6,760 4,461 4,621 △ 160 4,514 4,646 △ 132 4,591 4,861 △ 270 4,571 4,974 △ 403

令和２年度介護老人保健施設の経営状況

定員数

利用率

超強化型

施設数

指標名 単位

在宅強化型

利用者１人１日当た
り
事業収益（介護料収
益）

従事者１人当たり人件費

加算型 基本型

事業収益対事業利益率

経常収益対経常利益率

従事者１人当たり事業収益

人件費率

経費率


